
中山間地域等担い手収益力向上支援事業
【１，０００百万円】

対策のポイント
中山間地域等において、担い手の収益力の向上を図るため、経営の規模拡

大や高収益作物の導入等の取組を支援します。

＜背景／課題＞

・「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」に即し、次世代を担う経営感覚に優れた担い手を支

援し、我が国農業の体質強化を図ることが重要です。

・このため、中山間地域等において、その地域の特性に応じた担い手の収益力の向上を

図るため、農地中間管理機構等から新たに農地を借り受けて経営の規模拡大等を図る

担い手や、収益性の高い作物の導入を図る担い手等の取組を支援します。

政策目標
今後３年間で、本事業に取り組む担い手の取組面積当たりの販売額を平均

10％以上向上

＜主な内容＞

収益力向上を図る取組への支援
（１）新たに農地を借り受ける担い手の経営規模の拡大等を推進するため、土壌分析・

土づくりや試験栽培等の取組を支援します。

（２）収益性の高い作物の導入を図る担い手の営農計画の転換や農産物のブランド化を

推進するため、試験栽培や営農技術習得、専門家・アドバイザーの招聘や市場調

査等の取組を支援します。

補助率：定額（５万円/10a 以内）

事業実施主体：市町村

［お問い合わせ先：農村振興局地域振興課（０３－３５０２－６００５）］

［平成27年度補正予算の概要］



 市町村が認定する、地域の特性・資源に合った収益力向上を図る計画の実施 

 
  

中山間地域等担い手収益力向上支援事業 

 地域の特性に応じて、収益力の向上を図る担い手 
 農地中間管理機構等から新たに農地を借り受ける担い手 
 収益性の高い作物の導入を図る担い手等 

支援内容 

 収益力向上計画 

 ○専門家、アドバイザーの招聘 
 ○市場調査 
 ○土壌分析・土づくり 
 ○試験栽培 
 ○営農技術習得         等    

農地の集積 
（経営規模の拡大） 

取組内容 

対象 

中山間地域等において、その地域の特性に応じた担い手の収益力の向上を図るため、農地中間
管理機構等から新たに農地を借り受けて経営の規模拡大等を図る担い手や、収益性の高い作物
の導入を図る担い手等の取組を支援 

資源・特性 
の見極め 

交付ルート 
国 

都道府県 市町村 
（収益力向上計画の認定） 

高収益作物の導入 
（営農計画の転換） 

支援 
５万円/10a 以内 
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作物等の高付加価値化 
（農産物のブランド化等） 
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